
j匈

遼
室
君
主
権
の
成
立
に
開
す
る
一
考
察
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小

Ｊ

裕

　
　

人

　

開
平
元
年
（
西
紀
九
〇
七
）
阿
保
機
は
そ
の
君
主
礁
の
確
立
を
企
圖
し
て
、
天
皇
王
を
琥
し
、
そ
れ
を
漢
的
に
合
法
化
す
る
た
め
に

そ
の
年
唐
の
譚
・
ぞ
受
け
た
後
梁
に
封
冊
を
求
め
た
。
こ
れ
よ
り
先
天
砧
元
年
（
西
紀
九
〇
四
）
阿
保
機
は
李
克
用
と
雲
中
に
會
し
、
兄

弟
の
約
を
結
び
、
後
梁
を
共
攻
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
こ
の
誓
約
に
背
い
て
ま
で
、
共
同
の
敵
た
る
べ
き
後
梁
に
封
冊
を
求
め
た
黙

又
開
平
三
年
０
遺
使
の
如
き
は
、
阿
保
機
咆
下
に
於
い
て
第
一
の
人
物
に
し
て
、
契
丹
の
軍
國
事
を
總
括
し
、
阿
保
機
の
親
衛
兵
な

る
腹
心
部
を
主
帥
し
て
居
た
耶
律
蜀
魯
を
派
し
又
阿
保
機
の
母
や
妻
す
ら
噌
物
し
て
居
る
鮎
等
か
ら
見
て
、
そ
の
封
冊
を
求
む
る
こ

と
の
如
何
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
が
窺
は
れ
よ
う
。
そ
の
契
丹
内
部
統
制
上
、
封
冊
を
必
要
覗
し
た
程
度
が
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ら

う
。
斯
く
し
て
阿
保
機
は
屡
々
漬
使
し
た
が
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
奮
五
代
史
契
丹
傅
は
梁
帝
の
返
答
を

載
せ
て

　
　

梁
阻
英
之
書
曰
、
朕
今
天
下
皆
平
、
唯
有
太
原
（
河
収
節
度
使
李
氏
）
未
伏
、
卿
能
長
駆
、
精
甲
径
至
新
荘
、
篤
我
剪
彼
冦
離
。

　
　

輿
爾
便
行
封
冊
。

と
あ
る
。
新
五
代
史
に
は
更
に

　
　
　
　

｀
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’
阿
保
機
不
能
如
約
、
梁
亦
未
１
　
封
冊
、
而
終
梁
之
世
、
契
丹
使
者
四
至
。

と
あ
る
。
阿
保
機
は
逡
に
封
冊
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
間
に
阿
保
機
は
、
後
梁
の
希
望
に
従
て
、
河
東
方
面
へ
積
極
的
に
兵
を
入
れ
た
様
子
は
な
い
。
そ
の
支
那
内
地
ｋ
兵
を
遣
し

た
の
も
、
開
平
三
年
三
月
洽
州
節
度
使
劉
守
文
が
、
弟
劉
守
光
に
攻
め
ら
れ
て
援
兵
を
求
め
た
の
で
、
こ
れ
に
謝
じ
て
弟
舎
利
素
と

夷
萬
菜
敵
魯
を
し
て
、
兵
を
率
ゐ
て
行
か
し
め
た
の
が
一
回
の
み
で
あ
る
。
幽
州
の
劉
仁
恭
・
劉
守
光
父
子
は
、
契
丹
に
と
っ
て
は

欽
徳
以
来
の
宿
怨
が
あ
ｎ
、
阿
保
機
も
亦
既
に
屡
々
兵
を
交
へ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
宿
敵
劉
氏
に
對
し
て
す
ら
営
時
の
阿
保
機

は
あ
ま
り
積
極
的
で
た
か
っ
た
。

　

阿
保
機
が
延
々
兵
を
出
し
て
こ
れ
が
経
略
に
努
力
し
て
居
た
の
は
、
黒
卓
子
室
拿
で
あ
っ
た
。
遼
史
（
巻
一
）
太
祖
紀
を
見
る
と
天

皇
王
を
自
胱
し
た
翌
月
に
は
、
早
く
も
こ
れ
を
征
し
て
そ
の
八
部
を
降
し
、
そ
の
年
の
十
二
月
に
も
こ
れ
を
打
ち
破
っ
て
居
る
。
そ

の
翌
二
年
五
月
に
は
皇
弟
撒
刺
（
刺
葛
）
に
詔
し
て
こ
れ
を
討
た
し
め
、
同
十
月
に
は
幄
兵
を
遣
し
て
、
吐
渾
の
叛
し
て
室
章
に
入
っ

た
も
の
を
取
っ
て
居
る
。
更
に
三
年
十
月
に
も
鷹
軍
を
遭
し
て
黒
車
子
室
章
を
破
っ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

こ
の
黒
車
子
室
掌
の
住
地
は
、
故
岩
佐
精
一
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
察
吟
爾
省
の
商
都
の
南
方
に
富
る
地
方
で
あ
つ
た
と
い

ふ
。
こ
の
地
方
は
河
東
の
背
後
を
成
す
要
地
で
あ
る
か
ら
、
阿
保
機
の
こ
の
地
経
略
は
河
東
進
出
の
準
備
工
作
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も

な
い
が
、
こ
の
地
方
は
黒
沙
土
で
地
味
肥
沃
物
賢
豊
か
で
あ
っ
た
と
推
せ
ら
れ
る
か
ら
、
未
だ
中
國
侵
掠
の
十
分
た
る
自
信
の
た
い

契
丹
に
と
っ
て
は
、
こ
の
地
に
於
け
る
豊
か
た
部
族
は
侵
掠
の
對
象
と
し
て
も
不
足
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

　

更
に
営
時
の
阿
保
機
に
就
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
親
衛
軍
の
組
織
で
あ
る
。
耶
律
局
魯
傅
（
巻
七
二
）
に
は

　
　

（
大
組
）
即
皇
帝
（
天
皇
王
）
位
、
命
易
魯
總
軍
國
事
、
時
制
度
未
講
、
國
用
未
充
、
雁
従
未
備
、
而
諸
弟
刺
葛
等
往
往
凱
非
望
、
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太
岨
宮
行
畳
、
。
始
置
腹
心
部
、
逞
諸
部
豪
健
二
千
除
充
之
、
以
掲
魯
及
蕭
敵
魯
總
焉
。

と
あ
る
。
阿
保
機
は
諸
部
の
豪
健
な
る
者
二
千
除
名
を
逞
ん
で
自
己
の
親
衛
軍
を
組
織
し
た
。
倚
耶
律
欲
稔
傅
（
俗
七
三
を
見
る
と

　
　

太
祖
始
置
宮
分
（
腹
心
部
）
以
自
衛
、
欲
稔
布
門
客
首
附
宮
籍
、
帝
益
嘉
其
忠
云
々
。

と
あ
っ
て
突
呂
不
部
の
人
で
あ
る
耶
律
欲
腿
が
率
先
し
て
腹
心
部
に
１
　
加
し
た
こ
と
を
記
し
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
腹
心
部
に
は

自
韮
的
に
そ
の
本
部
を
出
で
て
こ
れ
に
加
入
し
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
こ
と
が
推
せ
ら
れ
る
。
こ
の
腹
心
部
は
天
皇
王
な
る
阿
保

機
り
武
力
の
精
鋭
を
成
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
指
揮
の
任
に
富
っ
た
も
の
は
、
前
掲
の
記
事
に
於
け
る
耶
律
蜀
魯
、
蕭
敵
魯
の
他

に
敵
魯
の
弟
阿
古
只
及
び
耶
律
斜
濯
赤
等
が
あ
っ
た
。

　

蜀
魯
は
幼
時
か
ら
阿
保
機
に
事
へ
、
不
遇
の
中
よ
り
絶
え
す
そ
の
身
過
を
守
り
、
又
部
族
や
軍
國
の
事
に
開
す
る
謀
議
に
參
興
し

た
の
み
た
ら
す
、
賓
際
に
軍
隊
の
指
揮
官
と
し
て
も
出
征
し
他
へ
使
し
て
外
交
の
任
に
も
富
っ
て
居
た
こ
と
は
彼
の
傅
に
詳
し
い
。

　

敵
魯
傅
（
谷
二
）
に
は
、
性
寛
厚
、
停
力
絶
人
、
習
軍
旅
事
、
太
岨
僣
藩
、
日
侍
左
右
、
凡
征
討
必
興
行
陣
、
既
部
位
云
々
と
あ
る
。

　

阿
古
只
傅
（
巷
七
二
）
に
は
、
少
卓
越
、
自
放
不
頴
、
長
喘
勇
善
射
、
臨
敵
敢
前
、
毎
射
甲
楯
縄
洞
貫
、
太
岨
篤
千
越
時
、
以
材
勇

任
使
■
ｆ
ｆ
ｉ
ｄ
-
Ｔ
Ｍ
位
、
興
敵
魯
總
腹
心
部
云
々
と
あ
る
。

　

耶
律
斜
涅
赤
傅
（
巻
七
三
に
は
早
隷
太
岨
幕
下
…
…
…
…
太
祖
印
位
、
掌
腹
心
部
と
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
阿
保
機
の
天
皇
王
を
搦
す
る
前
よ
り
、
契
丹
主
た
る
阿
保
磯
の
篤
め
に
何
よ
り
も
先
づ
軍
人
と
し
て
常
に
戦
に
備
へ
て

居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
古
代
蒙
古
の
首
領
の
親
兵
た
る
ネ
ケ
ル
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
他
に
斜
涅
赤
の
弟
老
古
（
終
七
三
）

に
就
い
て
は
、
幼
養
客
被
、
朕
長
況
毅
有
勇
略
、
隷
太
祖
帳
下
、
脱
即
位
云
々
、
と
あ
り
、
叉
蕭
痕
徳
傅
（
巻
七
四
）
に
は
、
φ
糠
慨
、

以
才
能
自
任
、
早
隷
太
祖
帳
下
、
数
従
征
討
、
既
賤
昨
云
々
と
あ
り
、
易
魯
の
弟
騨
烈
傅
（
巻
七
五
）
に
は
、
初
太
祖
篤
于
越
時
、
観
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烈
以
謹
悳
寛
恕
、
見
器
使
、
既
即
位
云
々
、
と
あ
り
、
耶
律
鐸
嬉
傅
（
巻
七
五
）
に
は
、
幼
有
志
節
、
太
阻
篤
于
越
、
常
居
左
右
、
後

即
位
云
々
と
あ
る
。
彼
等
も
亦
早
く
か
ら
阿
保
機
の
戦
士
と
た
っ
て
居
た
の
で
声
る
。
芒
フ
ヂ
ミ
ル

９
　
フ
は
「
常
に
首
領
責
行
動

を
共
に
す
る
戦
友
た
る
ネ
ヶ
ル
達
は
軍
除
の
胚
芽
、
近
衛
兵
の
胚
芽
で
あ
っ
た
。
各
ネ
ヶ
ル
は
将
来
の
士
官
で
あ
り
、
将
来
の
司
令

官
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
居
る
。
斯
の
如
き
阿
保
機
の
戦
士
の
中
か
ら
、
そ
の
常
備
的
親
衛
軍
た
る
腹
心
部
の
指
揮
官
の
出
た
の
も

不
思
議
で
は
な
い
。
（
彼
等
は
叉
一
朝
有
事
の
際
に
は
國
軍
の
司
令
官
に
も
な
っ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
た
い
）
。

　

町
し
７
右
の
如
き
阿
保
機
の
戦
士
の
中
か
ら
契
丹
の
皿
吏
的
貴
族
階
級
も
狸
生
し
た
の
？

な
り
、
更
に
阿
魯
敦
于
越
と
な
っ
た
。
易
魯
の
死
す
る
や
弟
昶
烈
が
こ
れ
に
代
っ
た
。
蕭
敵
魯
は
北
府
宰
和
と
な
り
、
そ
の
死
す
る

や
弟
阿
古
只
が
そ
の
官
に
就
い
た
。
耶
律
斜
涅
赤
は
天
変
元
年
迭
制
部
を
二
分
し
て
北
（
五
）
南
（
六
）
両
院
と
な
し
た
時
北
院
夷
高
篁

と
な
り
、
弟
老
古
は
右
皮
室
詳
回
と
な
り
宿
衛
を
典
し
た
。
又
蕭
痕
徳
は
北
府
宰
相
と
な
り
、
耶
律
欲
回
は
笑
迭
制
部
夷
寓
菜
と
た

っ
て
居
る
。
斯
く
の
如
く
曾
て
は
諸
部
の
名
族
の
占
め
て
居
た
契
丹
の
高
級
官
職
左

次
第
に
阿
保
機
の
戦
士
出
身
者
の
手
に
肺
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
詳
細
に
就
い
て
は
後
に
述
べ
る
）

　

彼
等
の
出
身
部
族
を
見
る
と
、
掲
魯
・
観
烈
兄
弟
及
び
蕭
痕
篤
は
迭
制
部
人
、
斜
涅
赤
。
老
古
兄
弟
及
び
鐸
蹟
は
六
院
部
の
人
と

し
て
記
さ
れ
、
敵
魯
と
阿
古
只
と
は
、
そ
の
先
を
回
鴉
人
と
し
て
傅
へ
ら
れ
て
居
る
述
律
皇
后
の
兄
弟
で
あ
り
、
欲
穏
は
突
呂
不
部

の
人
で
あ
っ
た
。
六
院
部
は
迭
則
部
の
分
部
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
阿
保
機
の
朧
力
醍
生
の
原
動
力
を
成
し
た
も
の
は
述
律
氏
の
一
族

の
他
は
多
く
迭
制
部
で
あ
っ
た
。
（
但
し
迭
則
部
に
は
他
の
名
族
も
あ
っ
て
、
初
は
阿
保
機
の
勢
力
も
そ
の
仝
醒
に
は
徹
底
し
て
居

た
か
っ
た
こ
と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。
）
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六

　

前
述
の
如
く
阿
保
機
は
天
皇
王
を
胱
す
る
や
程
た
く
、
腹
心
部
と
い
ふ
親
衛
軍
を
組
織
し
た
。
斯
く
の
如
き
親
衛
軍
の
組
織
さ
れ

た
靴
會
に
於
い
て
は
、
可
成
り
大
な
る
戦
季
の
場
合
の
他
は
、
一
般
の
氏
族
軍
は
召
集
さ
れ
ず
、
大
抵
は
こ
の
親
衛
軍
に
よ
っ
て
事

を
臍
し
、
而
し
て
一
面
こ
の
常
備
軍
は
紹
間
な
き
戦
孚
及
び
掠
奪
行
軍
に
よ
っ
て
の
み
維
持
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
古
代
蒙
古
に
於

け
る
ネ
ケ
ル
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
に
於
け
る
隨
兵
に
於
い
て
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
ｘ
に
問
題
と
す
る
常
時
の
契
丹
に
於
い
て
も
黒

車
子
室
章
等
に
對
す
る
侵
掠
は
蓋
し
主
と
し
て
右
の
親
衛
軍
の
み
に
よ
っ
て
篤
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
叉
こ
れ
に
よ
っ
て
阿
保
機
と

諸
部
大
人
と
の
間
の
溝
が
益
々
深
め
ら
れ
た
こ
と
も
想
像
出
来
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

良
的
思
想
に
促
さ
れ
て
、
阿
保
機
は
そ
の
君
主
腹
の
確
立
を
企
圖
し
て
天
皇
王
を
銚
し
、
支
那
式
な
崇
天
儀
式
と
中
原
國
家
の
封

　
　

4
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

冊
に
よ
っ
て
そ
心
樅
力
の
永
綾
化
を
計
り
、
そ
の
武
力
の
中
柘
と
し
て
従
来
の
親
兵
を
増
加
し
て
諸
部
の
健
豪
二
千
人
を
選
抜
し
て

近
衛
兵
を
組
織
し
た
。
斯
く
見
来
れ
ば
常
時
の
阿
保
機
の
握
力
の
疲
達
は
、
固
有
の
民
主
的
思
想
を
残
存
し
て
居
る
諸
部
の
外
に
於

い
て
進
め
ら
れ
、
寧
ろ
諸
部
と
は
對
立
す
べ
き
述
命
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
諸
部
の
迭
立
制
擁
護
の
運
動
が
逐
に
阿
保
機
の
君
主
礁

Ｒ
達
の
支
障
と
な
っ
て
現
れ
た
の
も
常
然
の
勢
で
あ
る
。

　

諸
部
大
人
が
阿
保
機
に
迪
り
、
旗
鼓
を
傅
へ
し
め
ん
と
迫
っ
た
の
は
、
斯
く
の
如
き
情
勢
よ
り
出
で
た
も
の
で
、
阿
保
機
は
遂
に

こ
れ
に
抗
し
難
く
、
已
む
を
得
ず
し
て
旗
鼓
を
諸
部
に
返
煙
し
た
。
而
し
て
彼
は
そ
の
本
族
を
領
し
、
既
に
得
た
所
の
多
く
の
漢
人

建
と
共
に
古
漢
城
を
守
り
、
自
ら
別
に
一
部
を
成
さ
ん
と
し
て
諸
部
の
承
諾
を
得
た
こ
と
は
既
掲
の
漢
高
阻
賓
録
に
見
え
て
居
る
。

　

こ
の
事
件
の
起
っ
た
の
は
、
遼
史
に
所
謂
太
岨
即
位
の
三
年
十
月
頃
か
ら
四
年
七
月
頃
ま
で
の
間
と
見
る
こ
と
の
爰
富
た
る
は

如
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が
曾
て
こ
れ
を
主
張
し
た
。
又
古
漢
城
の
位
置
に
就
い
て
は
こ
れ
を
濁
石
口
外
の
石
頭
城
子
附
近
と
や
る
故
心
内
博
士
の
明
快
な
る

考
鐙
は
疑
ふ
べ
き
理
由
を
見
出
し
得
た
い
。
宋
白
の
綾
通
典
に
は

　
　

阿
保
機
居
漢
城
、
在
檀
州
西
北
五
百
五
十
里
、
城
北
有
龍
門
山
、
山
北
有
炭
山
、
炭
山
西
、
是
契
丹
室
寧
二
界
相
連
之
地
、
其

　
　

地
圈
河
上
源
、
西
有
盛
泊
之
利
。
－

と
あ
る
。
檀
州
（
密
雲
）
の
西
北
五
百
五
４
　
里
で
醐
河
の
上
源
と
言
へ
ば
、
大
頭
石
頭
城
子
附
近
で
ょ
い
。
漢
城
の
北
方
に
は
炭
山
が

あ
り
、
そ
の
西
は
契
丹
室
章
両
族
の
境
界
の
地
で
、
西
方
に
は
盛
泊
の
利
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
更
に
こ
の
漢
城
事
件
の
起
っ
た
常
時

の
遼
史
の
記
載
を
見
る
と
、
太
祖
紀
印
位
第
三
年
五
月
の
條
に
は
、

　
　

甲
中
置
羊
城
于
炭
山
之
北
、
以
通
市
易
。

と
あ
り
、
冬
十
月
の
條
に
は

　
　

己
已
造
鷹
軍
討
黒
車
子
室
章
破
之
。

と
あ
る
。
こ
の
頃
阿
保
機
は
炭
山
附
近
の
経
管
を
し
、
黒
車
子
室
章
の
経
略
を
行
っ
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
黒
車
子
室
章
の
往
地
は

前
述
の
如
く
岩
佐
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
今
の
察
吟
爾
省
の
西
南
隅
、
商
都
の
南
方
の
や
う
で
あ
る
。
こ
の
地
方
に
黒
車
子
室
章
が
住

し
た
と
す
れ
ば
、
阿
保
機
の
一
抹
城
た
る
石
頭
城
子
附
近
の
漢
城
の
北
方
に
在
っ
た
炭
山
の
西
方
が
、
契
丹
室
章
二
界
相
連
之
地
と

さ
れ
て
居
て
も
不
都
合
は
な
い
。
斯
く
考
へ
て
前
記
太
阻
紀
の
記
事
を
見
る
と
そ
の
年
五
月
に
炭
山
の
北
に
羊
城
（
貿
易
場
）
を
置
い

て
市
易
を
通
じ
、
十
月
に
は
鷹
軍
を
遣
し
て
黒
享
子
室
章
を
討
っ
た
と
す
れ
ば
、
営
時
阿
保
機
は
大
頭
こ
の
地
方
の
経
営
を
し
て
居

た
の
で
、
従
て
こ
の
間
は
漢
城
地
方
に
居
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
又
北
蕃
地
理
に
は

　
　

小
磯
泊
、
‐
周
園
百
里
、
東
至
上
京
二
千
里
、
契
丹
更
名
恵
民
湖
、
（
虜
中
呼
拓
）
落
黎
泊
、
東
至
炭
山
、
西
至
盛
泊
。
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と
あ
っ
て
、
炭
山
の
西
方
に
は
堕
泊
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
、
前
掲
綾
通
典
の
西
有
盛
泊
之
利
と
い
ふ
記

載
に
も
適
合
す
る
。
又
置
治
通
鑑
（
巻
二
六
五
）
開
平
元
年
五
月
の
條
に
、
こ
の
漢
城
事
件
を
記
し
て

　
　

阿
保
機
撃
黄
頭
室
章
還
、
七
部
劫
之
於
境
上
、
求
如
約
、
阿
保
機
不
得
已
、
。
傅
旗
鼓
、
且
曰
、
我
篤
王
九
年
、
得
漢
人
多
、
請

　
　

帥
種
落
、
居
古
流
城
、
輿
漢
人
守
之
、
別
自
篤
一
部
、
七
部
許
之
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
阿
保
機
は
室
章
を
草
っ
て
の
諮
途
に
於
い
て
諸
部
に
迫
ら
れ
た
こ
と
と
た
っ
て
居
る
。
こ
ｘ
に
は
黒
軍
子

室
掌
と
は
た
く
黄
頭
室
章
と
あ
る
が
こ
の
密
宗
名
に
は
多
く
拘
泥
す
る
を
要
し
た
い
。
唐
末
回
総
没
落
の
際
烏
介
可
汗
の
逃
入
し
た

室
章
部
落
を
、
新
唐
書
回
鴉
傅
に
は
黒
車
子
と
あ
る
が
、
萬
唐
書
の
同
信
に
は
和
解
室
章
と
し
て
居
る
。
支
那
の
記
録
が
阿
保
機
の

撃
っ
た
黒
車
子
室
宗
を
黄
頭
室
章
と
記
す
る
等
の
こ
と
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
ら
う
。
叉
契
丹
東
北
方
の
経
略
は
天
祐
三
年

ま
で
に
一
段
落
し
太
祖
元
年
よ
り
五
年
の
間
は
阿
保
機
が
専
ら
四
南
方
の
経
略
を
進
展
さ
せ
て
居
た
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。

　

斯
く
考
へ
れ
ば
漢
城
事
件
は
阿
保
機
が
漢
城
方
面
に
在
っ
て
、
そ
の
西
方
に
在
っ
た
室
章
の
経
略
に
従
事
し
た
営
時
の
出
来
事
で

阿
保
機
は
部
族
軍
は
召
集
せ
す
、
親
衛
兵
の
み
で
こ
れ
に
常
っ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
の
年
は
阿
保
機
竃
下
の
第
一
の
人

物
た
る
易
魯
を
後
梁
に
遺
し
て
ま
で
そ
の
封
冊
を
求
め
た
が
、
こ
れ
も
逡
に
失
敗
に
錨
し
た
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
諸
部
大

人
の
乗
す
る
に
は
絹
好
の
機
會
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
こ
ｘ
に
於
い
て
阿
保
機
は
漢
城
鎮
守
の
計
を
立
て
ｘ
、
諸
部
大
人
の
要
求
に

庶
じ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
旗
鼓
に
彼
は
多
く
の
執
着
を
有
た
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
ｘ
に
彼
が
漢
人
を
率
ゐ
て
古
漢

城
を
守
ら
ん
と
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
漢
的
形
式
に
よ
っ
て
そ
の
君
主
腹
の
永
綾
化
を
企
圖
し
た
と
同
傾
向
に
出
づ
る
も
の
で

若
し
彼
が
こ
れ
に
終
始
し
た
ら
盛
察
城
に
鎮
っ
た
拓
践
氏
と
そ
の
支
那
内
地
に
對
す
る
開
係
を
等
し
く
し
た
で
あ
ら
う
。

　

契
丹
國
志
（
倦
一
）
太
祖
紀
に
は
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初
唐
末
、
藩
儒
麟
横
、
互
相
併
呑
部
藩
、
燕
人
軍
士
多
亡
錨
契
丹
、
契
丹
日
盆
強
大
。

と
あ
る
。
唐
末
支
那
内
地
の
藩
儒
が
、
互
に
郊
藩
を
相
併
呑
し
て
大
統
一
を
希
求
す
る
勢
は
、
契
丹
に
も
影
響
を
輿
へ
、
こ
れ
に
亡

鈴
し
た
漢
人
は
契
丹
強
大
化
の
因
を
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
叉
天
鵬
元
年
（
天
復
四
年
）
に
行
は
れ
た
李
克
用
・
阿
保
機
の
雲
中

の
會
盟
に
開
す
る
唐
書
沙
陀
傅
の
記
事
に
は
、
李
克
用
が
阿
保
機
を
招
い
た
動
機
を
記
し
て
、

　
　

（
李
）
克
用
、
顧
藩
鎮
皆
附
汁
、
不
可
輿
共
功
、
惟
契
丹
阿
保
機
恂
可
用
、
乃
卑
耐
召
之
。

と
あ
る
。
常
時
の
阿
保
機
は
支
那
藩
儒
と
同
一
覗
さ
れ
て
居
た
か
の
如
く
解
さ
れ
る
。
斯
く
の
如
き
情
勢
の
中
に
天
祐
元
年
に
阿
保

機
は
太
原
の
晋
王
李
克
用
に
誘
は
れ
て
、
汁
の
梁
王
朱
仝
忠
挟
攻
の
約
を
成
し
、
次
で
開
平
元
年
に
は
支
那
式
な
形
式
に
よ
っ
て
君

主
後
の
確
立
を
企
圖
し
て
開
平
二
三
年
の
交
に
は
梁
に
封
冊
を
求
め
、
太
原
の
晋
を
挾
攻
す
る
條
件
を
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
斯

く
見
来
る
と
開
平
三
四
年
の
交
、
阿
保
機
が
諸
部
大
人
に
迫
ら
れ
る
や
、
潔
く
旗
鼓
を
返
還
し
て
漢
人
と
共
に
漢
界
に
近
い
古
漢
城

に
抹
守
せ
ん
と
決
意
し
た
事
情
が
察
知
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
形
勢
が
進
展
し
た
な
ら
、
拓
哉
氏
の
如
く
や
が
て
は
支
那
内
地
に

進
出
し
、
叉
突
厭
沙
陀
族
に
出
で
た
李
克
用
の
如
く
中
原
獲
鹿
の
仲
間
入
り
を
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
阿
保
機
は
幾
も
な
く
諸
部

大
人
を
誘
殺
し
、
再
び
全
契
丹
の
主
後
を
恢
復
し
た
。
五
代
史
記
四
夷
附
録
は
阿
保
機
の
諸
部
大
人
誘
殺
物
語
を
記
し
て
、

　
　

阿
保
機
知
衆
可
用
、
用
具
妻
述
律
策
、
使
人
告
諸
部
大
人
曰
、
我
有
盛
池
諸
部
所
食
、
然
諸
部
知
食
磯
之
利
、
而
不
知
磯
有
主

　
　

人
可
乎
。
営
来
稿
我
、
諸
部
以
篤
然
、
共
以
牛
酒
會
磯
池
、
阿
保
機
伏
兵
具
旁
、
酒
醒
伏
匯
、
轟
殺
諸
部
大
人
、
逡
立
不
復
代
。

と
あ
る
。
こ
の
物
語
を
以
て
直
ち
に
歴
史
事
賓
と
は
た
し
難
い
が
、
諸
部
誘
殺
が
述
律
氏
の
策
に
出
で
た
と
す
る
こ
と
は
必
挙
し
も

認
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は
な
い
。
阿
保
機
が
支
那
に
對
し
、
文
化
的
に
も
侵
掠
的
に
も
積
極
的
な
る
に
對
し
、
述
律
氏
は
可
成
り

保
守
的
だ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
後
述
の
如
く
阿
保
機
が
臭
王
使
者
の
勧
誘
に
庶
じ
て
、
幽
州
に
南
征
せ
ん
と
し
た
時
に
も
、
述
律
氏
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は
そ
の
失
敗
に
終
る
べ
き
を
指
摘
し
、
そ
の
軽
羅
を
戒
め
て
こ
れ
を
思
ひ
止
ら
し
め
た
こ
と
ご

州
張
文
腔
の
救
援
に
赴
い
た
時
、
述
律
氏
が
そ
の
危
瞼
を
説
き
、
西
核
羊
馬
の
富
に
甘
ぜ
し
め
ん
と
力
め
た
こ
と
、
叉
太
宗
が
後
管

討
伐
の
た
め
に
兵
を
中
原
に
入
れ
る
の
を
諌
止
せ
ん
と
力
め
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
述
律
氏
は
終
始
遼
室
を
し

て
北
族
の
主
除
者
と
し
て
甘
ぜ
し
め
、
あ
ま
り
中
原
に
深
入
り
す
る
こ
と
を
避
け
し
め
ん
と
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
阿
保
機
に

策
を
授
け
て
諸
部
大
人
を
誘
殺
し
、
再
び
契
丹
諸
部
の
主
後
者
た
る
に
成
功
せ
し
め
た
の
も
こ
の
傾
向
の
一
の
現
れ
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

　

諸
部
大
人
撃
滅
前
の
契
丹
の
部
族
は
、
所
謂
契
丹
の
八
部
の
他
に
、
阿
保
機
の
出
身
部
た
る
迭
剌
部
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
異
論

が
な
い
。
趙
志
忠
の
虜
廷
雑
記
に
は

　
　

太
祖
（
阿
保
機
）
生
而
知
、
八
部
落
主
愛
其
雄
勇
、
遂
退
其
主
（
契
丹
主
）
阿
輦
氏
（
欽
徳
）
、
諭
本
部
、
立
太
祖
篤
王
。

と
あ
る
。
欽
徳
は
新
唐
書
契
丹
傅
に
よ
る
と
、
習
爾
の
族
人
で
あ
る
か
ら
、
習
爾
が
遼
史
に
阿
保
機
の
伯
父
と
さ
れ
て
居
る
鐸
魯
と

同
一
人
と
す
れ
ば
ヽ
欽
徳
も
亦
憚
魯
阿
保
機
と
可
じ
く
迭
刹
部
か
ら
出
て
契
丹
主
と
な
り
。
阿
保
機
が
衆
望
を
得
て
こ
れ
に
代
る
や

再
び
そ
の
本
部
た
る
迭
剰
部
に
諮
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
右
の
虜
廷
雑
記
の
記
事
を
忠
賓
に
解
す
れ
ば
契
丹
主
た
る
欽
徳
の
他
に
八
部

落
主
即
ち
所
謂
契
丹
八
部
の
大
人
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
営
時
の
契
丹
に
は
迭
刹
部
と
他
の
八
部
を
併
せ
て
九
部
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
九
部
は

　
　

迭
刹
部
、
乙
室
活
部
、
頻
没
部
、
賓
活
部
、
集
解
部
、
納
尾
部
、
矣
咀
部
、
且
利
皆
部
、
内
會
残
部

で
v
Ｓ
る
。
然
る
に
遼
代
に
は
迭
刹
部
の
他
の
八
部
の
名
は
全
く
見
え
や
、
こ
れ
と
異
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
七
部
ゆ
名
が
見
え
七
居
‐
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る
。
卯
ち

　
　

乙
室
部
、
品
部
、
突
學
部
、
烏
隠
部
、
突
呂
不
部
、
楷
特
部
、
坦
刹
部
。

で
あ
る
。
こ
の
中
多
少
類
似
の
名
も
見
え
る
が
、
そ
の
轟
く
つ
晋
の
比
定
は
到
底
望
め
な
い
。
さ
れ
ば
余
は
所
謂
契
丹
八
部
は
、
諸

　

乙

部
大
人
誘
殺
後
に
多
少
分
合
さ
れ
て
七
部
が
組
成
さ
れ
、
迭
則
部
と
併
せ
て
新
に
契
丹
八
部
が
成
立
し
た
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
た

い
。
恂
そ
の
詳
し
い
理
由
は
後
に
述
べ
る
。

　

こ
Ｘ
に
於
い
て
迭
刺
部
の
構
成
に
就
い
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
・
趙
志
忠
虜
廷
雑
記
に
は
ヽ

　
　

阿
保
基
僥
家
篤
國
之
後
、
始
以
王
族
競
篤
横
帳
、
姓
世
里
没
里
、
以
漢
語
鐸
之
謂
之
耶
律
氏
。

と
あ
る
。
阿
保
機
建
國
の
営
初
に
は
王
族
、
横
帳
、
世
里
没
里
が
大
儒
そ
の
範
園
を
等
う
し
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
遼
初
横
帳
と
呼

ば
れ
た
の
は
津
田
左
右
吉
博
士
の
研
究
に
よ
る
と
、
所
謂
三
房
一
帳
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

台
宍
゛

一
」
一
一
」
｛
｝¨
一
」
」
」

　
　
　

－
徳
言
よ
弟
…
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ｌ
ａ
ｌ
ｌ
ｌ
－
Ｓ
９
一
一
φ
一
Ｉ
Ｓ
Ｓ
９
１
一
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
ａ
ｌ
一
・
一

仲
父
房

・
大
横
帳

…
…
…
季
父
房

　

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
横
帳
は
大
服
一
の
宗
族
（
大
家
族
）
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
世
里
は
耶
律
に
富
り
、
没
里
は
太
組
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

に
阿
保
機
の
出
自
と
し
て
記
さ
れ
て
居
る
耶
律
禰
里
の
佃
里
と
同
意
語
で
あ
る
こ
と
は
白
鳥
博
士
の
曾
て
指
摘
さ
れ
た
如
く
で
あ
ら

う
・
前
掲
虜
廷
雑
記
の
記
事
に
よ
る
と
、
世
里
没
里
は
漢
語
に
譚
す
と
耶
律
氏
に
常
る
と
い
ふ
。
世
里
が
耶
律
で
あ
る
こ
と
右
の
如

●

◆
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

ａ

！

９



ｊり

く
と
す
れ
ば
、
没
里
は
氏
に
営
て
．
ｘ
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
さ
れ
ば
没
里
は
大
家
族
と
見
て
よ
い
程
度
の
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ

れ
が
壮
會
的
軍
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
記
事
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
。
遼
史
（
谷
七
三
ズ
耶
律
）
頗
徳
傅
に
は

　
　

會
同
初
、
改
迭
刺
部
夷
高
韮
篤
大
王
、
印
弄
頗
徳
、
脱
而
加
探
訪
使
、
荷
制
諭
組
以
下
宗
富
裕
院
、
徳
組
宗
室
啓
二
父
房
、
裕

　
　

横
帳
…
…
…
…
耶
律
斜
的
言
、
横
帳
班
列
不
可
呉
北
宿
院
公
、
太
宗
詔
在
廷
議
、
皆
曰
然
、
乃
詔
横
帳
班
列
居
上
。
頗
徳
奏
目

　
　

臣
伏
見
官
制
、
北
南
院
大
王
品
在
暢
隠
上
、
今
横
帳
始
圖
爵
位
之
高
、
願
呉
北
南
院
參
任
、
茲
叉
恥
輿
同
列
、
夫
横
帳
具
諸
族

　
　

皆
臣
也
、
班
列
矣
以
異
、
帝
乃
論
百
官
曰
、
股
所
不
知
、
卿
等
不
宜
面
従
、
詔
偽
奮
制
。
云
々

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
於
け
る
横
帳
は
大
横
帳
以
外
の
三
房
を
意
味
す
る
も
の
た
る
が
、
こ
れ
が
靴
會
的
地
位
に
於
い
て
、
一
團
の

も
の
と
し
て
取
り
扱
は
れ
て
居
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　

又
遼
史
巻
一
太
阻
紀
に
は
阿
保
機
の
出
自
を
記
し
て
、

　
　

契
丹
、
迭
則
部
、
霞
瀬
釜
石
烈
郷
、
耶
律
禰
里
人
。

と
あ
る
・
こ
れ
に
よ
る
と
迭
刹
部
は
幾
つ
か
の
石
烈
に
分
れ
、
そ
の
石
烈
の
更
に
下
に
佃
里
（
没
里
）
が
あ
っ
た
と
推
さ
れ
る
。
遼
史

（
巻
三
三
）
管
衛
志
下
、
部
族
下
に
は
、
迭
則
部
の
分
部
た
る
五
院
部
は
、
大
蔑
孤
、
小
蔑
孤
、
瓶
昆
、
乙
習
本
の
四
石
烈
に
分
れ
、

六
院
部
は
轄
瀬
、
阿
速
、
斡
納
撥
ご

の
耶
律
禰
里
（
世
里
没
里
）
の
鳥
し
た
霞
瀬
釜
石
烈
と
同
じ
と
推
さ
れ
る
か
ら
、
従
て
迭
則
部
の
、
即
ち
五
院
部
、
六
院
部
の
行
政
涯

分
の
最
下
輩
位
は
彊
里
（
没
里
）
で
あ
っ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
乱
・
遼
史
（
巻
三
三
）
に
は
契
丹
の
部
族
に
就
い
て
、
部
落
曰
部
、
氏
族

曰
族
と
記
し
更
に

　
　

総
呼
改
変
、
ｌ
也
而
匿
、
。
以
口
喫
ｉ
８
　
。
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と
あ
る
。
既
掲
契
丹
國
志
初
興
本
末
の
記
事
に
は
、
次
牛
白
馬
の
始
祖
傅
説
を
記
し
、
此
其
始
祖
也
、
１
　
生
八
子
、
各
居
分
地
、
胱

八
部
落
と
言
ひ
、
次
に
所
謂
契
丹
八
部
０
名
を
挙
げ
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
契
丹
の
八
部
は
各
部
毎
に
分
地
し
七
居
た
や
う
で
あ

る
。
ご
斯
く
考
へ
七
前
記
警
衛
志
の
記
事
を
見
る
と
、
契
丹
故
俗
と
し
て
分
地
し
て
居
た
の
は
部
即
ち
部
落
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ

れ
ば
こ
の
記
事
を
補
足
し
て
見
れ
ば
、
「
契
丹
故
俗
に
於
い
て
部
落
は
地
を
分
っ
て
居
り
、
族
（
氏
族
）
を
合
し
て
處
か
れ
た
」
と
い
ふ

こ
と
に
た
る
。
こ
ｘ
に
言
ふ
族
（
氏
族
）
を
大
家
族
程
度
の
も
の
と
解
す
れ
ば
前
述
の
浦
里
（
没
里
）
と
同
じ
こ
と
と
な
り
、
こ
の
弼
里

（
没
里
）
を
軍
位
と
す
る
と
い
ふ
迭
刹
部
趾

い
て
五
院
、
六
院
両
部
の
説
明
を
し
て
。

　
　

有
族
而
部
者
五
院
六
院
之
類
是
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

と
言
っ
て
居
る
。
然
る
に
こ
れ
と
對
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
有
族
而
不
部
者
の
例
と
し
て
、
浅
輦
九
帳
と
皇
族
三
父
房
を
阜
げ
て

　
　

5
3

居
る
。
遼
史
（
巻
こ
太
祖
紀
元
年
王
月
の
條
に
、
庚
子
詔
皇
族
、
承
這
輦
氏
九
帳
、
篤
第
十
帳
。
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如

　
　

一

く
、
皇
族
世
里
氏
の
横
帳
は
浅
輦
氏
九
帳
の
各
一
帳
に
相
営
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

逞
輦
九
帳
は
薔
契
丹
九
部
の
各
大
人
家
（
大
家
族
）
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
は
余
が
曾
て
大
路
し
た
如
く
で
あ
る
か
ら
所
謂
浦
里
（
没

里
）
の
範
鳴
に
入
れ
得
べ
き
も
の
で
あ
り
、
皇
族
三
父
房
が
世
里
没
里
な
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
さ
れ
ば
有
族
と
あ
る
の

は
浦
里
（
没
里
）
が
何
等
か
の
形
で
存
在
し
て
居
る
意
味
で
あ
ら
う
。
而
し
て
五
院
六
院
と
汲
輦
九
帳
皇
族
三
父
房
と
の
相
違
は
前
者

が
部
者
で
、
後
者
が
不
部
者
た
る
の
相
違
で
あ
る
。
部
は
部
落
で
あ
る
か
ら
こ
の
両
者
の
相
違
は
前
者
は
部
落
を
形
成
し
、
後
者
は

こ
れ
を
形
成
し
て
居
た
い
鮎
で
あ
ら
う
。
逞
輦
九
帳
や
皇
族
三
父
房
は
多
く
の
部
曲
奴
婢
・
£
包
含
し
て
居
て
も
、
そ
の
輦
一
個
里

（
没
里
）
た
る
こ
と
は
そ
の
成
立
よ
り
容
易
に
想
像
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
更
に
不
族
の
者
の
例
を
見
る
と
、
有
部
而
不
族
者
特
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里
特
免
梢
瓦
葛
光
之
類
と
あ
る
。
警
衛
志
下
回

っ
を
析
い
て
尖
地
に
戌
せ
し
め
た
も
の
が
戸
口
蕃
息
し
た
の
で
置
い
て
部
と
篤
し
た
も
の
で
あ
り
、
梢
瓦
部
も
易
北
部
も
共
に
諸
宮

及
び
横
帳
大
族
の
奴
隷
を
以
て
石
烈
を
置
い
た
の
に
始
る
も
の
で
、
そ
の
戸
口
が
蕃
息
し
た
の
で
部
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の

如
き
成
立
の
部
に
於
て
は
そ
の
軍
位
を
彊
里
（
没
里
）
と
見
る
よ
り
は
軍
一
戸
と
見
る
方
が
爰
営
の
や
う
で
あ
る
。
さ
れ
ば
同
じ
ｉ
部

者
で
あ
っ
て
も
有
族
の
者
は
佃
里
（
没
里
）
を
軍
位
と
し
、
不
族
の
者
は
軍
一
戸
を
軍
位
と
し
た
と
考
へ
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

　

斯
ｉ
１
　
へ
る
と
前
述
の
迭
剰
部
が
、
彊
里
（
大
家
族
）
を
翠
位
と
し
て
居
る
と
い
ふ
余
の
主
張
は
、
迭
則
部
の
分
部
の
五
院
、
六
院

を
有
族
而
部
者
と
し
て
居
る
警
衛
志
の
記
事
と
も
調
和
出
来
る
で
あ
ら
う
。

　

前
掲
１
　
術
志
に
於
け
る
契
丹
故
俗
分
地
而
居
、
合
族
而
處
な
る
競
態
が
契
丹
部
族
仝
膿
に
富
て
は
奎
る
と
す
れ
ば
、
没
里
を
草
位

　
　

一

と
し
て
居
る
こ
と
は
迭
刹
部
の
み
で
は
た
へ
契
丹
部
族
全
部
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
諸
部
大
人
誘
殺
後
の
部

　
　

5
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

族
の
分
合
は
蓋
し
こ
の
没
里
を
最
低
輦
位
と
し
て
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

然
し
斯
く
の
如
き
没
里
に
も
大
小
貴
卑
種
々
異
っ
た
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
迭
刹
部
に
は
既
述
の
如
く

早
く
か
ら
異
種
族
な
る
実
の
分
子
が
含
ま
れ
、
農
耕
性
が
多
か
っ
た
た
め
か
、
階
級
の
分
化
、
願
力
的
諸
開
係
の
腿
生
が
既
に
認
め

ら
れ
、
貴
樅
の
家
族
に
は
多
く
の
部
曲
や
奴
婢
が
筋
し
て
居
た
如
く
想
像
さ
れ
る
。
世
里
氏
や
逞
輦
氏
九
帳
族
も
蓋
し
斯
く
の
如
き

貴
族
的
家
族
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

諸
部
大
人
の
誘
殺
後
諸
部
の
分
合
が
行
は
れ
た
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
貴
族
的
没
里
で
あ
っ
た
各
部
の
大
人
家
は

大
人
そ
の
人
は
殺
さ
れ
た
が
、
一
’
族
は
倚
残
存
し
て
、
そ
の
部
族
人
と
は
別
に
各
一
帳
を
成
し
て
、
遼
代
に
於
い
て
も
貴
族
と
し
て

の
存
在
を
維
持
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
遥
輦
氏
の
中
に
も
早
く
よ
り
阿
保
機
に
心
を
寄
せ
て
居
た
者
も
あ
っ
て
、
彼
等
が
よ
く
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九
帳
族
を
指
導
し
て
、
そ
の
後
の
行
動
。
に
誤
な
き
を
得
し
め
た
と
解
さ
れ
る
。
耶
律
海
里
、
耶
律
敵
刺
の
如
き
は
そ
れ
で
＆
る
。
這

輦
昭
古
可
汗
の
裔
と
し
て
傅
へ
ら
れ
て
居
る
海
里
の
傅
に
は
、

　
　
　
　

『
Ｉ
ｊ
メ

　
　
　
　

ー

　
　

太
祖
傅
位
、
海
里
具
有
力
焉
、
初
受
命
、
属
籍
比
局
、
萌
凱
裁
、
而
愚
輦
故
族
尤
解
望
、
海
里
多
先
帝
知
人
之
明
、
而
素
服
太

　
　

祖
威
徳
、
濁
蹄
心
焉
、
以
故
、
大
岨
託
篤
耳
目
、
数
征
討
、
託
洛
内
飢
、
始
置
愚
輦
敞
稔
、
令
海
里
領
之
、
天
期
初
征
潮
海
、

　
　

海
里
将
愚
輦
札
、
破
忽
汗
城
、
師
班
、
卒
。

と
あ
り
、
鮮
質
可
汗
の
子
と
し
て
傅
へ
ら
れ
て
居
る
敵
刺
の
傅
に
は
、

　
　

大
阻
賤
昨
、
興
敞
腿
海
里
同
心
輔
政
、
太
阻
知
其
忠
賓
、
命
掌
噌
儀
、
且
護
以
軍
事
、
後
以
平
内
乱
功
、
代
轄
里
篤
矣
六
部
吐

　
　

里
、
卒
。

と
あ
る
。
海
里
は
復
輦
帳
族
の
行
政
官
な
る
愚
輦
敞
腿
と
な
り
、
敵
刺
と
共
に
動
も
す
る
と
不
平
の
心
を
起
す
愚
輦
帳
族
を
よ
く
指

導
し
て
阿
保
機
を
輔
け
延
々
そ
の
帳
下
の
軍
な
る
愚
輦
札
を
布
ゐ
て
征
討
に
も
従
っ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
。
然
し
彼
等
は
太
宗
朝
初

年
頃
（
天
願
元
年
）
ま
で
に
は
共
に
死
歿
し
た
。
天
順
二
年
十
二
月
の
條
に

　
　

丁
未
、
詔
、
選
邁
輦
氏
九
帳
子
弟
可
任
官
者
。

と
あ
り
、
同
四
年
二
月
の
條
に

　
　

庚
戌
、
閲
愚
輦
氏
戸
籍
。

と
あ
る
の
は
彼
等
の
死
歿
後
に
行
は
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
遼
室
の
眼
力
が
次
第
に
こ
の
九
帳
族
の
中
に
も
徹
底
し
て
行
っ
た
様
が

想
像
出
来
る
。

　

遼
史
（
巻
八
九
）
耶
律
庶
篇
傅
に

　
　
　

‘
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上
表
乞
廣
本
國
姓
氏
日
、
我
朝
…
…
姓
氏
止
分
篤
二
、
耶
律
典
蕭
而
已
、
始
太
組
制
契
丹
大
字
取
諸
部
郷
里
之
名
、
椿
作
一
編

　
　

著
于
巻
末
。
云
々

と
あ
る
。
遼
・
伺
契
丹
諸
部
の
名
が
文
字
に
記
さ
れ
た
の
は
、
御
１
　
五
年
契
丹
大
字
の
制
定
さ
れ
た
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
諸
部

が
分
合
さ
れ
、
新
に
八
部
が
成
立
し
、
そ
の
任
地
を
以
て
名
と
し
た
の
は
蓋
し
諸
部
大
人
誘
殺
後
程
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
で
あ
ら

う
。
（
未
完
）

　

【
補

　

註
一

の
突
朕
の
復
興
に
就
い
て
、
註
5
7
、
岩
佐
精
一
郎
逍
稿
所
載
、
頁
（
一
五
二
－
一
五
五
）

⑧
外
務
省
調
査
部
課
、
蒙
古
祀
命
制
度
史
、
頁
一
〇
一
。

③
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
才
フ
は
「
ｙ
ケ
ル
の
中
か
ら
は
士
官
だ
け
で
な
く
、
行
政
官
も
出
仁
」
と
言
っ
て
居
る
。
蒙
古
祀
會
制
度
史
、
頁
一
〇
二
。

④
拙
稿
、
橋
本
層
吉
氏
の
「
洽
の
建
國
年
代
に
就
い
て
」
を
蹟
ひ
。
東
洋
史
研
究
第
一
巻
第
五
胱
。

⑤
鐙
代
の
漢
域
と
炭
山
、
東
洋
學
報
第
一
巻
第
三
臍
。

　
　

田
村
賞
造
氏
は
こ
の
箭
内
博
士
の
比
定
に
疑
義
を
抱
か
れ
て
居
る
。
（
遼
初
史
稀
疑
三
題
、
東
洋
史
研
究
第
三
倦
第
二
鴎
）

　
　

そ
の
理
山
は
大
曽
左
の
三
で
あ
る
。

　
　

一
は
、
祀
州
附
近
を
本
地
と
す
る
迭
剌
部
を
そ
の
中
樋
的
勢
力
と
し
て
居
る
阿
保
柵
が
、
南
方
疸
か
の
長
城
附
近
に
移
り
、
漢
人
の
み
を
頼
り

　
　

と
し
た
と
は
到
底
考
へ
鈴
く
、
且
つ
僅
か
一
二
年
で
再
び
北
移
し
た
な
ど
の
事
も
不
審
に
思
は
れ
、
更
に
こ
の
方
面
が
富
時
倚
哭
の
勢
力
範
圈

　
　

に
在
っ
た
も
の
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

二
は
、
漢
城
附
近
に
契
丹
諸
部
が
賄
ふ
に
足
る
べ
き
賤
池
が
存
し
た
こ
と
に
就
い
て
、
契
丹
本
部
が
わ
ざ
わ
ざ
疸
か
南
方
の
麿
河
の
上
流
地
方

　
　

に
専
ら
甕
の
供
給
を
仰
い
だ
と
見
る
よ
り
も
、
寧
ろ
こ
れ
を
乙

　
　

三
は
、
漢
域
は
果
し
て
箭
内
博
士
の
考
定
さ
れ
る
如
く
、
固
有
名
詞
で
あ
ら
う
か
と
の
疑
問
で
あ
る
’
。

　
　

田
村
氏
は
右
の
如
き
疑
問
よ
り
箭
内
博
士
の
漫
河
上
流
域
誕
に
反
對
さ
れ
て
、
西
檎
（
上
京
臨
漬
府
）
詫
を
出
さ
れ
む
・
然
し
こ
れ
等
の
疑
問
は

　
　

未
だ
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
箭
内
博
士
の
基
採
と
さ
れ
た
宋
白
の
績
邁
典
の
記
事
を
抹
殺
し
去
る
に
は
爾
微
力
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　

第
一
の
疑
問
に
就
い
て
は
、
常
時
の
事
情
を
拙
稿
本
諭
の
如
く
解
す
れ
ば
特
に
疑
問
と
す
る
の
必
要
は
な
く
、
叉
漢
高
昶
貧
録
に
は
芦
本
族
と
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あ
り
、
灸
治
通
鑑
に
は
車
種
落
と
あ
る
如
く
、
そ
の
時
阿
保
檎
は
決
し
て
漢
人
の
み
を
率
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
世
里
氏
一
族
の
他
に
、
こ
れ
に

隷
属
し
た
部
曲
奴
婢
は
勿
論
ヽ
所
謂
腹
心
部
を
さ
へ
車
ゐ
て
居
た
と
推
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
。
更
に
畷
河
一
波
地
方
が
西
契
の
勢
力
範
園
と
さ

れ
る
の
は
全
く
理
由
の
な
い
こ
と
で
、
鴬
時
西
哭
の
任
地
は
協
州
（
今
の
懐
末
）
で
あ
る
か
ら
、
山
岳
重
巫
せ
る
長
城
地
帯
を
隔
て
た
狗
石
口
外

の
湖
河
上
流
地
方
に
ま
で
そ
の
勢
力
が
及
ん
で
居
た
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
ツ
且
つ
契
丹
本
禄
地
か
ら
今
の
多
倫
諾
爾
方
面
へ
出
で
更
に
長

銃
を
越
え
て
雲
中
（
大
同
）
に
廸
す
る
交
通
路
は
、
西
哭
の
付
存
し
た
契
丹
の
太
飢
太
宗
時
代
に
も
自
由
に
往
来
さ
れ
て
居
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
途
中
に
常
る
哨
河
上
流
の
地
が
、
流
域
の
所
在
地
と
考
へ
ら
れ
て
も
西
呉
と
の
開
係
か
ら
は
少
し
も
不
都
合
は
な
い
。

第
二
の
疑
問
に
就
い
て
見
る
と
、
鴻
河
の
上
流
に
在
っ
た
炭
山
の
附
近
に
も
遼
代
に
盟
泊
の
利
が
あ
っ
て
、
阿
保
柳
漢
城
物
語
の
條
件
に
適
っ

て
居
る
こ
と
は
、
本
論
に
於
い
て
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
只
シ
ラ
ム
レ
ン
流
域
に
佳
し
た
契
丹
の
本
部
が
、
斯
る
鎧
方
に
捷
を
求
め
た
こ
と
は

聊
か
疑
問
の
銘
地
が
な
い
で
は
な
い
。
然
し
次
の
事
実
に
注
意
す
れ
ば
そ
の
疑
問
も
氷
解
す
る
で
あ
ら
う
。
読
史
（
倦
六
〇
）
食
貨
志
に
は
麦
焚

の
法
に
関
し
て
。

　

（
太
祀
）
及
征
幽
励
、
還
次
于
鶴
劇
務
、
命
取
麦
給
軍
、
・
自
後
渫
中
堅
盆
多
、
上
下
足
用

と
あ
る
。
こ
の
渫
の
所
在
地
は
明
確
に
は
こ
れ
を
知
り
得
な
い
が
、
流
地
を
征
し
て
還
る
途
上
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
漢
界
に
近
か

っ
た
と
見
る
の
が
妥
常
で
あ
ら
う
。

斯
く
考
へ
て
こ
の
鶴
剌
な
る
名
を
更
に
他
に
求
め
る
と
、
遼
史
に
は
鶴
刺
唐
古
な
る
部
族
名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
普
宿
志
（
泰
三
二
）
に
よ
る
と

聖
宗
が
唐
古
戸
を
以
て
置
い
た
も
の
で
、
西
南
面
招
討
司
に
脇
し
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
鶴
刺
な
る
地
に
屯
佳
し
た
唐
古
部
な
る
に
よ

り
そ
の
名
を
得
包
と
思
は
れ
る
か
ら
、
そ
の
佳
地
は
こ
ゝ
に
問
題
と
す
る
鶴
劇
渫
の
近
浚
に
在
っ
た
と
考
へ
て
も
不
都
合
は
な
か
ら
う
。
而
し

て
こ
の
部
族
の
官
轄
は
前
述
の
如
く
西
南
面
招
討
司
で
あ
る
。
そ
の
佳
地
も
亦
契
丹
の
西
南
面
に
在
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
斯
く
考
へ

る
と
鶴
刺
務
も
亦
西
南
面
招
討
司
官
轄
内
に
在
っ
た
と
見
ら
れ
、
従
っ
て
潔
河
の
上
流
の
炭
山
よ
り
西
方
に
在
っ
た
と
見
て
も
よ
い
や
う
で
あ

る
。
太
瓢
時
代
斯
く
の
如
き
地
方
に
契
丹
人
が
盟
の
供
給
を
仰
ぎ
、
上
下
用
ふ
る
に
足
り
た
と
記
さ
れ
て
居
る
か
ら
、
遼
初
に
は
契
丹
人
は
盟

の
供
給
を
流
界
に
近
い
地
方
に
仰
い
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
〔
更
に
遼
史
食
貨
志
の
他
の
記
事
を
見
て
も
、
。
そ
の
事
が
察
せ
ら
れ
、
大
捷
務

（
匿
済
湖
）
よ
り
盟
の
供
給
を
仰
い
だ
の
は
寧
ろ
後
の
こ
と
の
や
う
で
あ
る
。
〕

　

太
祀
三
四
年
頃
契
丹
八
部
が
、
古
良
城
附
近
に
麦
の
供
給
を
仰

い
だ
と
し
て
も
少
し
も
不
思
議
は
な
い
。
阿
保
機
初
年
に
於
け
る
黒
車
子
室
章
の
経
略
等
の
事
賞
か
ら
見
て
、
こ
の
地
方
が
早
く
か
ら
阿
保
機

の
勢
力
下
に
婦
し
て
居
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
阿
保
機
の
統
制
下
に
置
か
れ
た
の
は
大
窪
務
地
方
よ
り
は
炭
山
附
近
の
方
が
寧
ろ
早
か
っ
た
の
で

あ
ら
う
。
更
に
黒
車
子
室
章
の
経
略
は
太
瓢
三
年
九
月
で
一
段
落
し
、
五
年
正
月
に
は
西
尖
を
親
征
し
て
居
る
。
こ
の
問
に
起
っ
包
漢
城
事
件

富
時
炭
山
地
方
が
阿
保
柵
の
勢
力
下
に
在
っ
包
こ
と
は
全
く
疑
な
い
。
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第
三
の
疑
問
に
就
い
て
は
、
遼
代
漢
蛾
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
Ｉ
で
は
な
く
、
こ
れ
が
岡
有
名
詞
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
然
し
こ
ゝ
に
問

　
　

題
と
す
る
漢
城
は
古
流
域
と
も
呼
ば
れ
、
特
に
古
な
る
文
字
が
冠
記
さ
れ
て
居
る
と
こ
ろ
に
注
意
を
要
す
る
。
阿
保
機
の
漢
域
物
語
を
支
那
に

　
　

傅
へ
た
最
初
の
も
の
は
、
流
高
罪
責
録
（
贅
治
通
鑑
も
亦
同
じ
）
で
あ
る
が
こ
れ
に
は
特
に
古
潭
域
と
記
さ
れ
て
居
る
。
こ
の
責
録
の
編
者
○
一

　
　

人
な
る
買
緯
に
就
い
て
は
蒋
五
代
史
の
彼
の
傅
に
は
開
運
中
、
累
遷
中
１
　
舎
人
、
契
丹
入
京
師
、
隨
契
丹
至
曼
定
、
後
具
公
卿
還
朝
、
授
左
諌

　
　

議
大
夫
と
あ
る
。
蓋
し
漢
城
物
語
は
そ
の
時
の
傅
聞
に
基
く
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
契
丹
人
は
開
題
中
印
ち
遼
太
宗
末
年
頃

　
　

こ
の
域
を
古
流
城
と
呼
ん
で
居
だ
と
推
し
て
大
過
な
か
ら
う
。
こ
れ
に
特
に
古
な
る
語
を
附
し
て
他
と
区
別
し
て
牒
る
の
は
、
他
に
こ
れ
よ
り

　
　

新
し
い
流
域
が
あ
っ
仁
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　

臨
漬
府
の
南
妓
も
良
城
と
呼
ば
れ
て
居
た
こ
と
は
疑
な
い
が
、
こ
れ
が
漢
域
と
呼
ば
れ
た
と
い
ふ
事
責
を
傅
へ
た
最
初
の
も
の
は
、
宋
開
安
中

　
　

（
澄
景
宗
朝
）
ｏ
編
纂
に
成
る
荷
五
代
史
で
、
こ
れ
は
蓋
し
周
廣
順
中
（
遼
穆
宗
朝
）
契
丹
よ
り
婦
正
し
て
西
排
（
臨
洪
府
）
の
事
情
や
漢
人
の
生
活

　
　

を
傅
へ
て
居
る
胡
嶋
等
の
報
告
（
陥
膚
記
）
に
擦
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
こ
れ
に
よ
っ
て
臨
洪
府
の
漢
域
の
成
立
を
古
き
も
の
と
見
る
こ
と

　
　

は
出
来
ぬ
。
遼
史
地
理
志
は
臨
洪
府
治
の
所
在
地
と
推
せ
ら
れ
る
臨
潰
職
に
就
い
て
、
太
祀
天
質
初
南
攻
燕
劃
、
以
所
俘
人
戸
、
散
居
洪
水
之

　
　

北
、
螺
臨
清
水
、
故
以
名
地
、
宜
種
植
と
あ
る
。
臨
洪
府
が
漢
人
を
以
て
充
賞
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
天
賛
初
年
以
後
の
こ
と
で
、
漢
披
の
成
立

　
　

も
こ
れ
よ
り
後
の
こ
と
と
考
へ
ら
れ
る
。
勿
論
臨
清
府
の
域
郭
は
こ
れ
よ
り
以
前
既
に
帥
冊
三
年
漢
人
康
獣
記
を
し
て
域
か
し
め
、
こ
れ
を
皇

　
　

都
と
呼
ん
だ
。
更
に
そ
れ
以
前
に
は
こ
れ
を
龍
眉
宮
と
言
ひ
、
太
祗
の
二
年
に
明
王
徘
が
こ
ゝ
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然

　
　

し
趾
史
地
理
志
に
は
こ
の
地
に
就
い
て
記
し
て
太
祀
取
天
梯
別
魯
等
三
山
之
勢
于
葦
旬
、
射
金
賦
箭
以
識
之
、
調
之
龍
眉
宮
と
あ
っ
て
阿
保
機

　
　

が
こ
ｘ
に
地
を
ト
し
た
常
初
に
は
、
こ
の
地
も
葦
旬
に
過
ぎ
な
か
っ
た
や
う
了
の
る
。
叉
北
蕃
地
理
に
は
、
建
所
居
部
落
篤
西
排
、
西
槍
有
検

　
　

散
開
而
已
。
後
燕
人
所
数
、
乃
埓
域
郭
宮
室
之
制
、
邑
屋
門
皆
東
向
、
如
車
帳
之
法
と
あ
る
。
皇
都
の
築
城
は
漢
域
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の

　
　

で
な
い
こ
と
勿
論
な
る
が
、
そ
れ
以
前
西
排
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
頃
に
も
槍
が
散
開
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。
太
腿
三
四
年
の
交
に
斯
く
の
如

　
　

き
地
に
古
漢
城
が
あ
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
さ
れ
ば
阿
保
機
物
語
に
於
け
る
流
域
は
箭
内
博
士
の
論
差
せ
ら
れ
た
如
く
、
醐
河
の
上
流
地

　
　

方
に
在
っ
仁
と
見
る
の
が
妥
常
で
、
こ
れ
に
。
對
す
る
田
村
氏
の
疑
問
の
論
採
は
付
不
十
分
と
感
ぜ
ら
れ
る
か
ら
敢
て
箭
内
博
士
の
誕
を
探
り
、

　
　

遼
太
宗
朝
の
契
丹
人
は
こ
れ
を
臨
洪
府
の
漢
域
と
瓦
別
す
る
た
め
に
、
特
に
古
漢
域
と
将
し
た
と
考
へ
た
次
第
で
あ
る
。

④
東
胡
民
族
考
（
第
十
三
回
）
。
史
學
雑
誌
第
二
十
四
編
第
一
胱
、
頁
（
四
一
－
四
Ξ
）
及
び
頁
一
八
。

⑦
鐙
史
太
祀
紀
七
年
の
と
こ
ろ
に
六
月
至
楡
嶺
、
以
轄
頼
職
人
掃
古
非
法
歿
民
、
傑
之
、
甲
巾
登
都
庵
山
、
撫
其
先
奇
首
可
汗
逍
跡
云
々
と
あ
る

　
　

轄
頼
懸
も
亦
霞
湘
益
石
烈
と
同
じ
で
あ
ら
う
。

⑧
拙
稿
、
遼
の
建
國
に
就
い
て
、
東
洋
史
研
究
、
第
二
巻
第
三
耽
、
頁
（
三
三
―
Ξ
四
）
及
び
註
⑩
＠
、
頁
（
四
一
Ｉ
四
三
）
。
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